
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「個人を守る」… 個人の感染予防、重症化予防。 

★「社会を守る」 

…①集団が免疫を獲得することで流行を防止する。 

②ワクチンを受けることができない人を間接的に 

感染症から守る。 

③病気を根絶することができる。 

予防接種とは、ワクチンを身体に接種し病気に対する免疫力を高めること。 

ワクチンとは、感染症の原因となるウイルスや細菌を無毒化・弱毒化したもの。 

・予防接種対象者の年齢や時期、回数に間違いはないか。 

・治療中の病気がある方は、接種の可否をまず、主治医へ相談。 

・接種するまでに、副作用について説明書で確認。 

・当日、発熱（37.5℃以上）や体調不良がある場合は、接種前に医師へ相談。 

 

県北管内感染症ニュースレター
令和７年度 第１１号

予防接種とは？ 

予防接種（ワクチン）の役割 

 

 

 

 

 

 

接種前にご確認ください 

・接種後 30分は院内で待機し、体調に変化

がないことを確認してから帰宅することをおす

すめします。 

・重篤な副反応は、アナフィラキシーです。急な

血圧低下や意識障害が生じるため、すぐに治

療が必要です。接種後３０分までに出現しやす

いといわれています。 

・よく見られる副反応は、接種部位の腫れや赤

み・しこり、発熱等です。ほとんどが、自然に数

日で軽快します。 

 

 

副反応 

 

 

 

  

 

 

 

 

副反応による健康被害（病気になったり

障害が残ったりすること）が生じることが

あります。極めて稀ではあるものの避ける

ことができないことから、日本では救済制

度が設けられています。市町村の予防接

種担当窓口で制度の相談ができます。 

 
定期予防接種による健康被害 任意予防接種による健康被害 

 

厚生労働省 

ホームページ 

 

独立行政法人医療品 

医療機器総合機構 

ホームページ 

 

予防接種救済制度 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクチンの種類 

・インフルエンザ 

・新型コロナウイルス 

・肺炎
はいえん

球菌
きゅうきん

 

・帯状疱疹
たいじょうほうしん

 

発行日：令和８年２月１２日 

発行元：福島県県北保健所医療薬事課 

住所 〒960-8012  

福島市御山町８－３０ 

電話 024-534-4108 

ホームページ：検索ワード 
県北保健所 

感染症情報を 

発信しています 

ぜひ、フォロー 

してください☆ 

 
接種忘れはありませんか？！ 

※【HPVキャッチアップ対象】 

平成９年４月 2日～平成２１年 4月 1日生まれの女性のうち、 

令和４年４月 1日～令和７年３月３１日までにＨＰＶワクチンを１回以上接種したことがある方 
 

 

 

★ 子どもの予防接種は、生後２か月～開始です。 

★ 日本では、子どもの予防接種の多くを「定期予防接種（A類）」と 

定め、無料（公費）や低額で接種できるようになっています。 

★ 集団予防が重点とされ、接種の努力義務があります。 

★ 令和８年４月～小学校へ入学するお子さんは、 

麻しん・風しん（MRワクチン）２期の接種はお済みですか？！ 

 
★ HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンを無料で接種できる期間は、

令和８年３月３１日までです（HPVキャッチアップ対象※と言います） 

 

母子健康手帳の 

「予防接種の記録」のページ

の再確認をお願いします 

 

 

★ 日本では、６５歳以上の方を対象とした「定期予防接種（B類）」という制度があり、 

無料（公費）や低額で接種することができます。 

★ 個人予防が重点とされています。接種の努力義務はありません。 

★ 「肺炎球菌」「帯状疱疹」は、定期接種年齢が決まっており、 

   該当する年齢の方へ、市町村から予診票が郵送されます。 

子 ど も の 予 防 接 種 に つ い て 

65 歳 以 上 の 方 の 予 防 接 種 に つ い て 

★ ご注意ください 

予防接種の間違い接種が発生しています。 

例） ・インフルエンザの予防接種をした。１か月後に、再度、インフルエンザの 

予防接種をした（１年に１回で良いところ、２回接種した） 

接種前に、いまいちど、予防接種対象者の年齢や時期、回数に間違いはないか、

本人・家族・福祉や医療機関職員等のみなさまで確認をお願いします。 

任 意 予 防 接 種 と は 

予防接種法に基づく「定期予防接種（A類、B類）」以外

にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができ

ます。 

個人予防のため、職務上、海外渡航前の接種など、定期

予防接種以外の予防接種を「任意接種」と言います。 

定期予防接種の該当期間が過ぎた後の接種も、任意接種

となります。任意接種の費用は、基本的に自己負担です。 

具体的な費用は、医療機関へお問い合わせください。 


